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1はじめに 

1. はじめに 

1.1策定の趣旨 

彦根市の水道事業は、昭和 35年の給水開始以来、今日まで水の安定供給と事業の健全経

営に努めてまいりました。 

平成 11年には、水道事業経営効率化基本構想を策定し、事業全般の効率化に取り組み、

平成 16 年には、「水道事業経営改革プラン」や「中期経営計画（平成 17 年度～平成 22

年度）を策定し、平成 22年度には、第 2期となる「経営改革プラン」や「第 2期中期経

営計画（平成 23年度～平成 28年度）を策定し、さらなる事業の効率化やサービスの質の

向上を図ってまいりました。 

近年の水道事業を取り巻く環境は、節水意識の浸透および人口減少による料金収入の減

少、経年劣化した施設、管路の大量更新や東日本大震災などの大規模地震対策など、多く

の課題を抱えています。 

このような中、総務省においては将来にわたっても日常生活に欠くことのできない重要

なサービスを安定的に継続することが可能となるよう、公営企業に対し、中長期的な経営

の基本計画である『経営戦略』の策定を要請しています。 

本市におきましては、「彦根市水道事業ビジョン」で掲げた、課題に対する実現方策を踏

まえ、総務省の「経営戦略ガイドライン」を取り入れた中長期的な経営の基本計画として、

「彦根市水道事業 第 3期中期経営計画（経営戦略）」を策定するものです。 
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1はじめに 

1.2位置付けと計画期間 

本経営計画は、「彦根市水道事業ビジョン」および総務省による「経営戦略策定ガイドラ

イン」の双方との整合を図り策定しています。 

また計画期間は、平成 29年度から平成 38年度までの１０年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 本経営計画の位置づけ 
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2水道事業の概要 

2. 水道事業の概要 

2.1沿革 

本市は、昭和 32 年 5 月に上水道建設準備事務所を設置し、昭和 33 年 10 月の市議会

議決を経て、同年 12月に水道事業の経営認可を受けました。 

昭和 35 年 11 月に初めて市街地西部地域に給水を開始し、第 3 次拡張事業において稲

枝上水道が本市水道事業に統合され、第 4 次拡張事業において未普及地域が解消されまし

た。さらに、平成 15 年 4 月にこれまで飲料水供給施設から給水されていた中山町摺針地

区・中山地区が上水道の給水区域となり、ほぼ全市域への給水が可能となりました。 

現在、第 5 次拡張事業を実施中ですが、給水区域の拡張は完了し、老巧化した水道施設

の更新や基幹施設の耐震化、水源の確保、水質監視体制の強化等、水道システム全体の安

全性の向上に努めています。 

 

 

図 2-1 本市の水道事業の沿革 

 

 

創設事業 第1次拡張事業
�   昭和33年12月24日認可 �   昭和39年12月22日認可

�   計画給水人口　32,000人 �   計画給水人口　65,000人

�   計画1日最大給水量　8,000m3/日 �   計画1日最大給水量　22,100m3/日

�   大藪浄水場緩速ろ過池の築造 �   天王山配水池(2池)の増築

�   天王山配水池(2池)の築造 �   小泉水源地の設置

第2次拡張事業 第3次拡張事業

�   昭和47年2月14日認可 �   昭和53年4月18日認可

�   計画給水人口　75,000人 �   計画給水人口　102,000人

�   計画1日最大給水量　31,500m3/日 �   計画1日最大給水量　68,800m3/日

�   天王山配水池(1池)の増築 �   天王山配水池(1池)の増築

�   東沼波水源地の設置 �   稲枝上水道を彦根市上水道に統合

�   大薮浄水場急速ろ過池の築造

第4次拡張事業 第5次拡張事業

�   平成2年3月30日認可 �   平成12年2月15日認可

�   計画給水人口　108,700人 �   計画給水人口　118,700人

�   計画1日最大給水量　68,800m
3
/日 �   計画1日最大給水量　68,800m

3
/日

�   水道未普及地域(鳥居本地域)の解消 �   南部配水池の増築

�   天王山配水池(1池)の増築 �   稲枝配水池の改築

�   南部配水池(1池)の築造 �   東沼波水源地の改築

�   東部配水池の築造
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2水道事業の概要 

2.1給水の状況 

（1）給水人口および給水量の推移 

本市の給水人口および給水量は図 2-2に示すとおりです。 

平成 27 年度の給水人口は 10 年前の平成 18 年度と比べて 1,593 人増加（＋1.4%）

しています。 

給水量については、一日最大給水量は 10年間で変動していますが、水道料金収入につな

がる有収水量は減少しており、平成27年度の有収水量は平成18年度と比べて1,222 m3/

日減少（－3.4%）しています。 

 

図 2-2 給水人口および給水量の推移 

 

（2）用途別有収水量の推移 

有収水量は生活用、業務・営業用、工場用、その他用に分類され、各水量は図 2-3に示

すとおりです。 

生活用水量（一般住宅、集合住宅、公衆浴場）は 10年間で変動していますが、一人一日

あたりに換算すると全体として減少傾向となっており、10 年前と比べて 3L/日・人（－

1.2%）減少しています。 

業務・営業用水量（学校、病院、店舗、事務所、宿泊施設等）、工場用水量、その他用水

量（洗管や臨時用）は、途中で増減はしているものの、10年間全体で見ると減少傾向とな

っており、10 年前と比べてそれぞれ 621m3/日（-11.2％）、593m3/日（-29.4％）、

47m3/日（-61.0％）減少しています。 

生活用水量、業務・営業用水量、工場用水量の減少は、節水機器の普及や節水意識の向

上によるものであり、その他用水量の減少は下水道の普及に伴う工事件数の減少によるも

のであると考えられます。 
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2水道事業の概要 

 

図 2-3 用途別有収水量の推移 
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2水道事業の概要 

2.2水道施設の状況 

（1）水道施設の概要 

本市の水道施設の概要は表 2-1 および図 2-4 に、配水フローは図 2-5 に示すとおり

です。 

大藪浄水場では凝集沈殿・急速ろ過および緩速ろ過による処理を行い、東沼波水源地お

よび稲枝水源地では塩素消毒のみを行い、各配水池およびポンプ場を経由して市内へ配水

しています。 

最も古い大藪浄水場の緩速ろ過池は建設から 50年以上が経過しており、近い将来更新時

期を迎えます。その他の施設では建設から 1～47年が経過しています。 

 

表 2-1 本市の水道施設の概要 

◆浄水施設 

 

 

◆配水施設 

 

水源 建設年度

表流水 S35～H2

深井戸 Ｈ17

深井戸 S44

浄水方法

凝集沈殿・急速ろ過・緩速ろ過

塩素消毒のみ

塩素消毒のみ5,750 m3/日

8,850 m3/日

54,200 m3/日

施設能力

稲枝水源地

東沼波水源地

大藪浄水場

施設名

系統 建設年度

S58

H3

H22

S54

H10

H12

H27

H4

H3

H5

S58

稲枝系 H18

摺針中継ポンプ場

鳥居本中継ポンプ場、

笹尾中継ポンプ場、
善谷中継ポンプ場、

高根中継ポンプ場、

正法寺第1加圧所、
正法寺第2加圧所

-

ポンプ場容量

5,400 m
3

5,400 m3

8,500 m
3

20.7m
3
/池×2

5,000m
3

5,000m3

稲枝配水池

高根配水池

善谷配水池

笹尾配水池

仏生寺配水池

18.0m
3

3,000 m
3

東沼波系

大藪系

南部配水池（2号）

南部配水池（1号）

摺針配水池

天王山配水池（3号）

天王山配水池（2号）

天王山配水池（1号）

施設名

東部配水池 1,800m
3
/池×2

31.5m
3
/池×2

19.8m3/池×2

20.4m
3
/池×2
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2水道事業の概要 

 

 

図 2-4 本市の施設位置図および配水区域 

 

 
図 2-5 本市の配水フロー 
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（正法寺町の一部）

市内給水
（笹尾地区）

市内給水
（善谷地区）

天王山配水池

硬度低減化のためブレンド実施

東沼波水源地

東部配水池

正法寺
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正法寺
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笹尾
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善谷
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小泉取水場
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地下水
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（市内東部）

大藪浄水場 

東沼波水源地 
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2水道事業の概要 

（2）管路の概要 

本市の総管路延長は平成 27 年度現在で約 780km となっています。本市の布設年度別

の管路延長は図 2-6に示すとおりで、第３次拡張事業から布設延長が増加し、第４次拡張

事業（平成 2年 3月認可）から第５次拡張事業（平成 12年 2月認可）の前半がピークと

なっています。また、総延長のうち約 7割が第 4～5次拡張事業の間に布設されています。 

本市の管路の用途別、口径別、管種別の割合は表 2-2に示すとおりです。管路の大部分

が配水支管であり、口径 100mm 以下の管路が全体の 6割を超えています。管種について

は、ダクタイル鋳鉄管（ＮＳなどの耐震型を除く）と硬質塩化ビニル管で全体の 9 割以上

を占めています。 

 

図 2-6 本市の布設年度別管路延長 

 

表 2-2 用途・口径・管種別の割合 
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1
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4
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5
7
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6
0

S
6
3

H
3

H
6

H
9

H
12

H
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H
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H
21

H
24

H
27

延
長

m

年度

布設年度別延長（管路）

用途 割合（％）

導水管 0.3

送水管 3.1

配水本管 2.2

配水枝管 93.8

他 0.6

100.0

創設

事業 

第１次

拡張 

事業 

第２次

拡張 

事業 

第３次

拡張 

事業 

第４次

拡張 

事業 

第５次

拡張 

事業 

管種 割合（％）

石綿セメント管 0.5

鋳鉄管 0.5

ダクタイル鋳鉄管（ＮＳ、Ｓ） 5.3

ダクタイル鋳鉄管（他） 30.7

鋼管 1.6

ステンレス管 0.2

硬質塩化ビニル管 60.2

ポリプロピレン管 0.8

不明 0.3

100.0

口径（mm） 割合（％）

～50 23.2

75～100 43.2

125～150 16.2

200～250 11.0

300～350 3.3

400～500 2.6

600～ 0.6

100.0
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2水道事業の概要 

（3）指標による評価 

ⅰ経年化の状況 

経年化の状況を示す指標は図 2-7に示すとおりです。 

法定耐用年数超過浄水施設率は 0％となっていますが、他の経年化の状況を示す指標は概

ね増加傾向となっており、法定耐用年数超過設備率については類似団体の中央値よりも高

くなっています 

また、管路の更新ペースを示す管路の更新率は類似団体の平均値より低くなっており、

現在の状況が継続すると、将来、老朽管の増加による管路事故や漏水等が発生する懸念が

あります。 

 

    

    

  

図 2-7 経年化の状況を示す指標 
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本市 51.22 51.22 51.22 56.10 56.10 56.10

中央値 47.3 47.2 47.1 49.1 47.1
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48.00

50.00

52.00

54.00

56.00
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法定耐用年数超過設備率（％）
●平均値：本市の「平成 26年度 経営比較分析表」

に記載されている類似団体（給水人口

10～15 万人）の平均値 

●中央値：「水道事業ガイドライン業務指標（ＰＩ）

算定結果（平成 26年度）について」（水

道技術研究センター）に掲載されている

給水人口 10～50万人の 50％値 

（以降同様） 
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2水道事業の概要 

ⅱ耐震化の状況 

耐震化の状況を示す指標は図 2-8に示すとおりです。 

大藪浄水場の緩速ろ過池および容量の小さい東沼波系の配水池を除き、耐震性を有して

いるため、浄水施設の耐震化率や配水池の耐震化率は類似団体中央値を大幅に上回ってい

ます。 

管路の耐震管率は平成 25年度まで類似団体の中央値を下回っているものの、増加傾向と

なっています。 

 

 

  

 

※管路の耐震化率の中央値は平成 26 年度より集計方法が変更されている 

図 2-8 耐震化の状況を示す指標 

 

  

H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27
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2水道事業の概要 

2.3経営の状況 

（1）収益的収支 

 収益的収支の推移は図 2-9に示すとおりです。 

収益的収支においては、常に黒字を維持しており、1億円以上の利益を確保しています。

平成 26年度以降、純利益が大幅に増加しているのは会計制度の見直しにより、現金収入を

伴わない長期前受金戻入額を計上しているためです。 

 

 

図 2-9 収益的収支の推移 

 

（2）資本的収支 

 資本的収支の推移は図 2-10に示すとおりです。 

資本的収支においては、過去 10 年間で資本的収入は概ね 0.9～7 億円、資本的支出は

10～24億円で推移しています。 

 企業債残高は平成 24年度まで減少傾向ですが、平成 25年度以降は概ね横ばいとなって

います。 

 

図 2-10 資本的収支の推移 
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2水道事業の概要 

（3）水道料金 

 本市の現行の水道料金は表 2-3に示すとおりであり、平成 11年 1月以降改定していま

せん。 

本市の１ヶ月 10m3あたりの水道料金は 1,000 円（税込 1,080円）となっており、平

成 26年度の類似団体の中央値 1,166円よりもやや安価となっています。また、本市では

基本料金と超過料金からなる二部料金制を採用しており、使用水量や口径が大きくなるほ

ど料金が高くなる逓増制となっています。 

 

表 2-3  本市の現行の水道料金体（税抜） 

 

 

（4）指標による評価 

ⅰ経営の健全性 

経営の健全性を示す指標は図 2-11に示すとおりです。 

経常収支比率および料金回収率については、類似団体と同様に 100％を上回っているこ

とから、収支は黒字であり給水原価を給水収益で賄えていることを示しています。また、

債務の支払能力を示す流動比率についても類似団体をやや上回る程度であり、損失の有無

を示す累積欠損金比率もゼロを維持していることから、現時点において、経営は良好と言

えます。 

さらに、企業債残高対給水収益比率は類似団体より高く、企業債残高の規模が大きいも

のの、本市では企業債の借入を可能な限り抑制してきた結果、減少傾向となっています。

なお、平成 26年度には東部配水池の新設や大藪浄水場内における炭酸ガス注入設備の追加

により、多額の企業債の借り入れを行ったため、前年度よりも数値が高くなっています。 

 

用途 口径 基本水量 基本料金 超過料金

13mm以下 1,000円

20mm 1,120円

25mm 1,250円

40mm 1,500円

50mm 4,600円

75mm 5,300円

100mm 6,100円

125mm 8,300円

150mm 11,600円

200mm以上 14,100円

100m
3
まで 5,200円 1m

3
につき　75円

1m
3
につき 400円 -

公衆浴場用

臨時用

一般用 10m3まで

10m3を超え～30m3まで　130円

30m3を超え～100m3まで　160円

100m3を超える分　180円
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2水道事業の概要 

  

  

  

図 2-11 経営の健全性に関する指標 

 

ⅱ経営の効率性 

経営の効率性を示す指標は図 2-12に示すとおりです。 

浄水施設の数が 3 箇所と少なく、東沼波水源地および稲枝水源地では処理が塩素滅菌で

あることから、類似団体と比べて給水原価は低くなっています。 

一方、施設利用率については類似団体より低くなっていますが、本市においては大藪浄

水場のみ能力に余裕があるためであり、必ずしも安定性が高いとは言えない状況です。ま

た、有収率については改善傾向にあるものの、類似団体に比べると低くなっています。 

 

H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27
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図 2-12 経営の効率性に関する指標 

 

ⅲ地方公営企業会計基準の見直しの影響について 

平成 26年に地方公営企業会計基準が見直され、長期前受金戻入額を営業外収益として計

上する、みなし償却を廃止する、企業債を負債として計上する等の変更がありました。 

見直しにより、経常収支比率、流動比率、料金回収率、給水原価については、平成 26年

度の指標が大きく変動しましたが、指標を旧制度に置き換えた場合、ほとんど数値は変動

しておらず、特に問題はありません。 

 

 

  

H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27

本市 130.87 138.64 136.79 134.24 109.68 110.5
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2水道事業の概要 

2.4組織の状況 

（1）組織体制 

本市の上下水道部は図 2-13 に示すとおりで、このうち水道事業に関する部署は上水道

総務係、上水道業務係、徴収係、給水維持管理係、建設改良係、浄水係となっています。 

上下水道部の組織構成と各係の業務内容は表 2-4に示すとおりです。なお、検針・料金

徴収業務および配水施設の維持管理業務は全て委託化していますが、業務状況の評価や監

督は本市の職員で行っています。 

 

 

図 2-13 本市上下水道部の組織構成 

 

表 2-4 水道事業に関する各係の業務内容 

 

 

（2）職員数 

職員数の推移は図 2-14、職員の平均年齢の推移は表 2-5に示すとおりです。 

全体の職員数については、事務職員および技術職員の数は平成 21年度以降、概ね一定で

推移しています。職員の平均年齢は平成 19年度以降、若干下がっているものの概ね一定で

推移しています。 

下水道

総務係

上水道

総務係

下水道

業務係

上水道

業務係
徴収係

上下水道総務課 上下水道業務課

建設

第１係

建設

第２係

下水道建設課

給水維持

管理係

建設

改良係
浄水係

上水道工務課

課名

上水道

工務課

給水維持管理係
給水装置の受付・審査・検査、指定給水装置工事事業者の指定、

配水管の修繕、貯水槽水道の受付・審査

建設改良係
配水管工事の計画・調整・執行、
開発行為の配水管に係る協議・審査、災害対策および応急給水

浄水係 浄水処理、水道施設の管理、水道水質の検査・管理

係名 主な業務内容

上下水道

総務課
上水道総務係

水道事業の財政計画・資金計画および経営計画、
水道事業の予算編成および執行管理、

水道事業の決算および財務諸表の作成、水道事業の出納事務、

水道事業評価

上下水道

業務課

上水道業務係 水道の使用開始・休止・変更等受付、水道メーターの検針

上下水道料金等の徴収・督促・催告、
給水停止処分・滞納処分の執行、欠損処分

徴収係
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2水道事業の概要 

 

図 2-14 職員数の推移 

 

   

表 2-5 職員の平均年齢の推移 
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平均年齢 45 44 44 44 44 44 44 43 43



 

 

17 

3将来の事業環境 

3. 将来の事業環境  

3.1給水人口・給水量 

給水人口および給水量の予測値は図 3-1に示すとおりです。 

本市では、給水人口および給水量について、概ね 20年後の平成 47年度まで予測を行っ

ています。上限は本市の人口ビジョンの目標人口を、下限に国立社会保障・人口問題研究

所の推計値を基にしています。 

給水人口は上限のケースでは平成 32年度まで微増し、平成 33年度以降は減少に転じ、

平成 47年度には 109,856人となり、10年前の平成 18年度と同程度の値となっていま

す。下限のケースでは平成 28年度以降減少し、平成 36年度には平成 18年度の値を下回

ります。 

給水量は上限のケースにおいても実績値と同様、推計値も減少傾向となっています。 

したがって、今後は給水量の減少に伴い給水収益も減少するものと考えられます。 

 

 

図 3-1 給水人口および給水量の予測値 
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3.2施設の効率性 

本市水道事業は、第 5次拡張事業認可により公称施設能力を 68,800 m3/日としていま

す。しかしながら、近年の需要は減少しており、取水実績および施設利用率は 

表 3-1および表 3-2に示すとおりとなっています。 

取水量においては、地下水の取水可能量が低下しており、その分を琵琶湖表流水で賄っ

ている状態であり、施設能力の見直しが必要な状況です。 

また、施設利用率は、近年の需要の減少により、類似団体中央値よりもやや低く、余裕

のある状態であるため、今後は、適正な能力での施設更新が必要となります。 

なお、平成 29年に認可変更を実施する予定であり、これにより公称施設能力が適正化さ

れ、将来の施設利用率は 80％以上となる見込みです。 

 

表 3-1 取水能力（年間平均値）と取水実績 

 

 

表 3-2 将来の施設利用率 

 

  

（m3/日）

琵琶湖（表流水） 31,256 32,415 35,101 33,825 35,311 34,434 34,982 35,259 35,240 37,985

東沼波水源地（地下水） 3,630 2,324 1,758 1,789 1,620 1,049 1,637 1,742 2,063 1,623

小泉水源地（地下水） 2,121 2,162 2,221 2,246 2,380 2,333 1,839 1,627 1,212 936

稲枝水源地（地下水） 4,430 4,344 3,240 3,057 3,248 3,360 3,173 3,216 3,229 3,239

地下水計 10,181 8,830 7,219 7,092 7,248 6,742 6,649 6,585 6,504 5,798

合計 41,437 41,245 42,320 40,917 42,559 41,176 41,631 41,844 41,744 43,783

H26 H27H21 H22 H23 H24 H25H18 H19 H20

⇒推計

一日平均給水量（m3/日）上限値 39,176 38,331 37,439

一日平均給水量（m3/日）下限値 39,134 38,091 36,924

施設利用率（％）上限値 56.9 85 83

施設利用率（％）下限値 56.9 84 82

●施設利用率：一日平均給水量÷施設能力

●平成30年度以降の変化は、平成29年度認可申請による公称施設能力の変更によるものである（予定値であり、確定ではない）

62.9

-

H26類似団体

中央値

39,87140,082

57.356.257.258.058.3

39,370

H38

39,40038,652

H28 H33H27H23 H24 H25 H26
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3将来の事業環境 

3.3水道施設の健全性 

本市では、水道施設の計画的更新にあたり、財政収支見通しを検討するアセットマネジ

メントにより、将来の更新事業量・費用（＝更新需要）を試算しています。 

試算の結果は図 3-2に示すとおりで、構造物・設備については今後 10年間の更新需要

が約 58億円となり、さらに平成 44年度以降に土木施設の更新時期を迎えます。管路にお

いては、今後１０年間の更新需要が約 99億円となり、平成 54年度以降、更新需要が急激

に増加していきます。 

このため、安定した水道施設の運営を持続するためには、計画的な更新が不可欠となり

ます。また、財政負担を軽減するため、補修による施設の延命化や適正な規模での施設更

新が必要となります。 

 

 

 

 

 

図 3-2 想定耐用年数で更新した場合の更新需要（上：構造物・設備、下：管路） 
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3将来の事業環境 

 

3.4資金状況 

現時点においては、会計制度上の赤字はなく、留保資金も確保できていることから、比

較的健全な経営状況にあります。しかしながら、前術のように、有収水量の減少に伴い給

水収益も減少し続けると想定される中、将来数十年先の更新需要は増大し、多大な費用が

必要となることから、長期的には厳しい経営状況になることが想定されます。 

このため、長期的に安定して事業を継続するためには、経費の節減を実施しつつ、計画

的に必要な財源を確保していく必要があります。 
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4経営の基本方針 

4. 経営の基本方針 

4.1経営の基本理念 

水需要の落ち込みに伴う給水収益の減少、施設更新と耐震化など、水道事業の経営環境

は厳しさを増していきます。 

しかし今後も安定した水源を確保し、安心・安全な水の安定供給に努めるという使命を

帯びており、そのために徹底した経営の効率化や健全化に取り組んでいかなければなりま

せん。 

本経営計画においては、「彦根市水道事業ビジョン」と同様に「安心・安全な水を届け 暮

らしを守る 彦根の水道」を経営の基本理念とします。 

 

4.2経営の基本方針 

経営の基本理念を実現させるために、「効率的な施設整備（投資計画）」および「経営改

善」を本経営計画における基本方針とします。 

具体的な実現方策については、「彦根市水道事業ビジョン」と整合を図りつつ、投資や維

持管理における費用削減方策等について整理します。 

 

表 4-1 経営の基本方針 

 

 

１．

(1)

(2)

(3)

２．

(1)

(2)

(3)

(4) 収益の確保

(5)

効率的な施設整備（投資計画）

施設の長寿命化および投資の平準化

施設の合理化

施設の統廃合と適正な規模での更新

経営改善

広域化に関する事項

有収率の向上

維持経費等の削減

民間の資金・ノウハウ等の活用や業務委託
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5今後の取り組み 

5. 今後の取り組み 

5.1効率的な施設整備（投資計画） 

 

（1）施設の統廃合と適正な規模での整備 

今後は効率化やコスト縮減のために統廃合を行い、水道施設を更新する際には稼働率に

見合った規模とします。 

平成 33 年度に正法寺第 1・第 2 加圧所および高根中継ポンプ場・配水池の統廃合につ

いても検討を行います。統廃合により、これらの施設の更新費用や、高根中継ポンプ場か

ら配水池への送水管の更新費用が削減できます。 

また、水需要の減少に伴い、平成 28年度に琵琶湖の水利権を縮小更新し、平成 29年度

の認可申請の際には井戸の取水量も縮小します。このとき、大藪浄水場の取水量は

55,900m3/日から 42,800m3/日に、井戸の取水量は 14,600 m3/日の約 5～6 割程度

となる見込みです。 

併せて、計画期間内に大藪浄水場の緩速ろ過池が法定耐用年数を迎えるため、更新規模

の縮小を検討し、平成 39年度以降に更新します。これにより、今後の緩速ろ過池や濃縮槽

の更新費用が削減できるほか、急速系・緩速系共通である脱水機や、自家用発電設備等の

更新費用も削減できます。さらに、井戸の取水量の削減に伴い、取水ポンプ等の更新費用

も削減できます。 

 

実施内容 実施期間 効果・目標等 

●正法寺第 1・第 2 加圧所および高根中継ポンプ・ 

配水池の統廃合 
H33 

●施設の更新費用 

（10 年後以降・総額） 

709 百万円 削減 

●管路の更新費用 

（計画期間中・総額） 

17 百万円 削減 

●大藪浄水場の緩速ろ過池の更新規模の縮小の検討 H38 まで - 

●大藪浄水場の緩速ろ過池の更新規模の縮小 H39～ 

●施設能力 

54,200⇒46,240m3/日 

●施設の更新費用（差分） 

（計画期間中・総額） 

自家用発電機、ポンプ設備 

177 百万円 削減 

 

（10 年後以降・総額） 

機械脱水機設備、浄水池、 

濃縮槽、緩速ろ過池 

564 百万円 削減 
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5今後の取り組み 

 

 

（2）施設の合理化 

ⅰ管路材質の見直し 

今後、管路更新の際には、その材質を見直し合理化することで、管路更新費用を削減し

ます。具体的には、口径がφ150mm 以上については主にダクタイル鋳鉄管の GX 型継手

や NS 型継手、φ100mm 以下については主に耐衝撃性硬質塩化ビニル管、配水用ポリエ

チレン管を採用します。 

配水用ポリエチレン管は小口径に用いられる管材ですが、ダクタイル鋳鉄管ＧＸ型と同

様に耐震性を有しており、管材及び施工手間が安価であり、即時に費用削減効果が現れま

す。例えば、今後 40 年間における小口径管の更新（φ75mm、φ100mm）を全てダク

タイル鋳鉄管で更新する場合に比べ、配水用ポリエチレン管で更新する場合は年間平均で

約 7千万円安くなります。 

 

実施内容 実施期間 効果・目標等 

●耐震性を有した比較的安価な管材の利用 随時 ●最大で年間 7 千万円削減 

 

ⅱ配水方法の合理化 

本市では、善谷中継ポンプ所・配水池および笹尾中継ポンプ所・配水池の給水対象が十

数戸ですが、維持や更新のコストに収益が見合わず、当該地域において、動力費が給水収

益よりも年間で十数万円上回っています。 

このため、当該施設については、修繕による延命を図りながら、配水方法を検討します。

代替手段を採用することにより、ポンプ所や配水池の更新費用や維持経費、管路の更新費

用の削減も期待できます。 

ただし、導入の際には代替手段によるコストが現在のポンプ場の維持費を下回っている

ことが条件となります。 

 

実施内容 実施期間 効果・目標等 

●配水方法の変更の検討 H38 まで - 

●配水方法の変更による当該地域の配水施設の廃止 H39～ 

●ポンプ場の動力費年間十数万円 

削減 

●施設の更新費用 

（計画期間中・総額） 

541 百万円 削減 

●管路の更新費用 

（10 年後以降・総額） 

3.8 億円 
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5今後の取り組み 

（3）施設の延命化および投資の平準化 

アセットマネジメントにより試算した今後 10年間の更新需要は、構造物・設備で 58億

円、管路で 99億円となりますが、これらを賄う財源の確保は困難であるため、給水人口の

少ない施設や口径100mm以下の配水管を中心に補修や点検等により施設の延命化を図り

つつ、当面の投資額を抑制し、財政面の実現性と施設の健全性のバランスを考慮しながら

更新を進めていきます。 

当面 10年間の整備予定額は、設備（機械・電気）で約 16億円、管路で約 60億円であ

り、大藪浄水場では、補修等に毎年 1億円程度を投入する予定です。 

施設の延命化を図ることで、急激に増加する財政負担を軽減することができます。 

 

 

 

 

図 5-1 平準化前後の更新需要（上：構造物・設備、下：管路） 

 

実施内容 実施期間 効果・目標等 

●補修等による施設の延命化および投資の平準化 随時 ●急激な財政負担増の軽減 
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5今後の取り組み 

5.2経営改善 

（1）民間の資金・ノウハウ等の活用や業務委託 

現在、本市では検針・料金徴収業務および配水施設の維持管理業務は全て委託していま

すが、今後は給水申込や管路等調査の受付、分水状況や漏水の現地確認、簡易な緊急修理

の受付および現場対応の委託についても検討を行います。 

また、今後はベテラン職員退職への対応等として、ＰＦＩ等を含めて更なる委託範囲の

拡大について検討します。 

 

実施内容 実施期間 効果・目標等 

●給水申込・管路調査等の受付、分水状況や漏水の現地

確認、簡易な緊急修理の受付および現場対応の委託 
H38 まで - 

●更なる委託範囲の拡大の検討 随時 - 

 

（2）有収率の向上 

現在も漏水が生じた際には、迅速に漏水箇所の修繕を行っていますが、今後は、漏水の

予防のため、老朽管の更新を行うとともに、漏水を早期発見し、早期修繕を行います。ま

た、被害を最小限に抑えるために、漏水調査を積極的に行います。 

また、老朽管の更新の際には「配水ブロック化」を行い、漏水を発見しやすいシステム

を構築します。 

上記を行うことで、目標年度の有収率を 90.7％（有効率：現在の全国平均値程度の 93％、

有効無収率：現状程度の 2.3％）を目指します。 

 

実施内容 実施期間 効果・目標等 

●有収率の向上 随時 ●H38 有収率 90.7％目標 

 

（3）維持経費等の削減 

維持経費として、営業経費（動力費、修繕費、材料費、事務費等）および人件費が挙げ

られます。 

営業経費については、補修や点検等による施設の延命化を行うため、修繕費の削減は困

難ですが、主に事務的経費については、前年比 5％削減を目指します。 

人件費については、平成 32年度には上下水道部事務所の本庁舎移転に伴い、業務窓口を

お客様サービスセンターに一本化することにより、職員数を２名程度減少できるため、年

間で約 1,200万円削減できます。 

 

実施内容 実施期間 効果・目標等 

●維持経費の削減 随時 ●事務的経費を前年比 5％削減 

●上下水道部事務所の本庁舎移転に伴う職員数減少 H32 ●年間で人件費 1,200 万円削減 
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（4）収益の確保 

 給水収益が減少し、更新費用が増大する経営状況の中で、資金を確保するためには経費

の削減だけではなく、収益を確保することも必要です。収益を確保する方法として、以下

について検討・実施します。 

 

・未収金対策 

⇒現年徴収の徹底ならびに給水停止の厳格執行 

・各施設、土地の有効活用のための調査・検討 

 ⇒遊休地の分筆・売却等 

 

実施内容 実施期間 効果・目標等 

●収益の確保 随時 ●H38 料金収納率 99.6%目標 

 

（5）広域化 

本市では、平成 28 年度より滋賀県主催の「滋賀県水道事業の広域連携に関する協議会」

に参加しています。 

今後は滋賀県や周辺事業体と協議のうえ、広域化の検討を行います。 

 

実施内容 実施期間 効果・目標等 

●「滋賀県水道事業の広域連携に関する協議会」への 

参加 
開催時 - 

●広域化の検討 随時 - 
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6投資・財政計画 

6. 投資・財政計画 

6.1今後 10年間の整備予定（投資計画） 

（1）今後 10年間の整備予定（投資計画） 

今後 10年間の整備予定は次のとおりです。 

 

◆構造物・設備 

 今後 10年間で 16 億円（設備のみ） 

 

表 6-1 今後 10年間の整備予定（構造物・設備） 

 

 

◆管路 

 今後 10年間で約 60億円（1年あたり約 6億円） 

 

  

大藪浄水場中央監視操作設備更新工事

コントロールセンターおよび機械設備
更新工事（送水・ろ過池）

H33 H34 H35 H36 H37 H38H29 H30 H31 H32

コントロールセンターおよび機械設備
更新工事（取水）

自家発電設備更新工事

680百万円

(H28～H29)

381百万円

162百万円

329百万円
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（2）指標による評価 

ⅰ経年化の状況 

法定耐用年数超過浄水施設率は０％を維持し、計画的な設備の更新により、法定耐用年

数超過設備率は減少していきます。 

管路においては、総管路延長の 1％程度のペースで更新を行うことで、法定耐用年数超過

管路率は減少していきます。 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 経年化の指標  
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ⅱ耐震化の状況 

今後 10年間で浄水場や配水池の耐震化は行いませんが、浄水施設の耐震化率および配水

池の耐震化率は、いずれも類似団体中央値より大幅に高い値で推移していきます。 

また、管路の耐震管率は、更新に合わせて順次耐震化されるため、増加していきます。 

 

 

 

 

図 6-2 耐震化の指標（管路の耐震化率修正） 
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6投資・財政計画 

6.2財政計画 

（1）考え方 

安定した経営を継続しつつ、水道施設の健全性を維持するため、「５．今後の取り組み」

で挙げた事項を実施していくにあたり、投資に要する費用と財源の見通しを均衡させるこ

とが重要です。 

ここでは、投資に要する費用と財源の見通しを把握するため、前提条件、投資・費用試

算条件、財源試算条件を以下のように設定し、平成 3８年度まで財政シミュレーションを行

いました。 

なお、将来の更新需要増大に備え、基金制度を採用し、財源を確保します。 

 

表 6-2 前提条件 

 

  

給水収益

一般会計繰入金

その他収益

資本的収入

国庫補助金

その他（負担金等）

職員給与費

事務的経費

動力費・薬品費

委託料・修繕費

支払利息

減価償却費

その他費用

建設改良費

企業債償還金

現行の基準に基づき該当事業分を計上。

特になし。

企業債
建設改良費の委託料・工事請負費に相当する額に充当率を乗じて額を計上。
今後の起債条件は償還期間30年、元金償還据置期間5年で算定。

目標
■累積欠損金比率：0％
■債務償還年数：30年以内

収益的収入

平成27年度の平均供給単価に有収水量を乗じた額。

現行の繰出基準に基づき算定。

長期前受金戻入
Ｈ27までの既得資産に係る戻入額を固定資産システムより推計。
これに、Ｈ28以降取得資産に係る戻入額を合算。

過去の実績値をベースとして個別に推計。

＜　前　提　条　件　＞

人口動態 「まち・ひと・しごと地域創生総合戦略」における目標人口。

物価上昇率 加味していない。

過去の実績値をベースとして個別に推計。

既得資産の減価償却費に新規取得資産の減価償却費推計値を合算。

長期的に利率を２％まで増加。

過去の実績値をベースとして個別に推計。

■有収率　Ｈ27：87.2％ → Ｈ38：90.7％（有効率93％）
■管路更新率　Ｈ27：0.54％ → 年7km（年1％）
■浄水施設の耐震化率　Ｈ27：76.5％ → 今後10年間は据置
■配水池の耐震化率　Ｈ27：90.9％ → 一部配水池廃止により91.1%

＜　財　源　試　算　条　件　＞

投資の平準化を図りつつ、予定事業を計上。
資本的支出

既往債の元金償還を基に新規発行予定額の元金償還額を加えて計上。

収益的支出

職員数は定員適正計画による。

施設・管路の老朽化を見据えて必要と想定される水準を積算。

前年比5％減。

＜　投　資　・　費　用　試　算　条　件　＞

目標
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6投資・財政計画 

（2）財政収支の検討 

給水収益と純利益 

給水収益は今後 10 年間毎年 17 億円程度、純利益は平成 28 年度以降毎年 3 億円程度

で推移します（試算中）。 

 

 

図 6-3 給水収益と純利益  

 

（3）財政計画 

収益的収支および資本的収支は次に示すとおりです。 
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（4）指標による評価 

ⅰ経営の健全性 

経常収支比率は増加傾向で推移し、累積欠損金比率は、平成 38年度までは赤字が発生し

ないため 0％で推移します。 

流動比率は、100％以上あり今後も増加します。さらに、企業債残高対給水収益比率も

大きな変化はないことから、良好な経営が継続されます。 

 

 

 

 

 

図 6-4 経営の健全性の指標   
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ⅱ経営の効率性 

給水原価は、平成 28年度に増加するものの、それ以降、事務的経費の削減等により微減

傾向で推移します。 

施設利用率は、平成２９年度の施設能力見直しにより大きく向上します。 

また有収率は、漏水防止対策の強化により向上する予定です。 

 

 

 

 

図 6-5 経営の効率性の指標（1/17施設利用率修正）  
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7. 計画の進捗管理 

本経営計画に示される実現方策を着実に実施するためには、実現方策の進捗管理とそれ

に伴う改善が必要になります。 

このため、下記に示すＰＤＣＡサイクルに基づき、実施・検証・見直し・計画を行いま

す。 

本市では、ＰＤＣＡサイクルに基づいたフォローアップを計画期間の前期の最終年度に

実施し、次期計画を後期の最終年度に策定します。 

 

 

 

前期 後期 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 

必要に応じてフォローアップ 
★ 

フォロー 
アップ 

必要に応じてフォローアップ ★ 
策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Do

Action Check

計画の策定 計画に基づく

施策の実施

時代の変化

や上位計画

に合わせた

事業の見直し

指標などを

用いた進捗

状況の把握
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用語集 

◆アセットマネジメント 

水道施設などの現有資産の状態・健全度および中長期の更新事業と財政見通しを分

析評価することにより、資産（アセット）を効率よく管理・運用（マネジメント）

することです。 

◆緩速ろ過池 

比較的細かな砂層を 4～5m/日の速さで水を通し、砂層で増殖した微生物群によっ

て水中の物質を補足および酸化分解させる処理を緩速ろ過といい、緩速ろ過を行う

構造物を緩速ろ過池といいます。原水水質が良好な場合に用いられます。 

◆急速ろ過池 

緩速ろ過池よりも粗いろ過砂を用い、緩速ろ過よりも 30倍程度あるいはそれ以上の

速さでろ過する構造物です。凝集剤を注入し、原水中の懸濁物質等をあらかじめ凝

集して沈でん池で沈降分離させた後に、急速ろ過を行います。急速ろ過は緩速ろ過

方式では対応できない原水水質の場合や敷地面積に制約がある場合に用いられます。 

◆企業債 

ガス、水道、といった地方公営企業が施設の建設等に充てるために国などから借り

入れるお金のことです。 

◆減価償却 

資産の取得（施設の整備など）に要した費用について、資産を使用できる期間に割

り振ることです。この費用は現金の支出を伴わないため、更新に向けた財源に充て

られます。 

◆資本的収支 

事業活動を将来にわたって持続していくために必要な建設改良および借り入れた企

業債の償還金などの支出とその財源となる収入のことです。 

◆収益的収支 

事業活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用のことです。 

◆水利権 

特定の目的（水力発電、かんがい、水道等）のために必要な限度において、流水を

排他的・継続的に使用する権利のことです。なお、「水利権」という用語は法律上の

ものではありませんが、水を利用している権利として従来より定着している呼び方

です。 

◆送水管 

浄水場から配水池まで水道水を送る水道管のことです。 

  ◆長期前受金戻入 
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   地方公営企業会計基準の見直しでみなし償却（ｐ36参照）が廃止されたことで、こ

れまで資本剰余金として資本に計上していた補助金の未償却分を長期前受金といい、

負債として計上されるようになりました。長期前受金のうち、当年度償却分を長期

前受金戻入として、収益に計上されます。 

◆導水管 

取水場から浄水場まで原水を送る水道管のことです。 

◆配水池 

配水区域に需要量に応じて適切な配水を行うために、浄水を一時貯える施設です。  

配水池容量は、需要に応じた必要水量と、配水池より上流側の事故発生時にも給水

を維持するための容量および消火用水量を考慮して、一日最大給水量の１２時間分

を標準としています。 

◆深井戸 

深度が深く、透水性のよくない地層や岩盤（不透水層）の下から取水する井戸のこ

とです。水位、水質とも天候や地表条件に左右されにくく、浅井戸よりも安定して

います。 

◆法定耐用年数 

地方公営企業法に定められた会計制度上の耐用年数のことで、水道管は４０年と定

められています。 

◆みなし償却 

   補助金等を財源に取得した固定資産の減価償却（ｐ35参照）のうち、補助金等部分

については減価償却を行わないことをいいます。 

◆有収水量 

料金徴収の対象となった水量のことです。 
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業務指標解説 

●有形固定資産減価償却率 

（有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価）×

100 により算出する。有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進ん

でいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示している。 

●法定耐用年数超過管路率 

（法定耐用年数を超えている管路延長÷管路延長）×100 により算出する。全管路

延長に対する法定耐用年数を超えた管路延長の割合で、一般的に低い方が望ましい。 

●管路の更新率 

（更新された管路延長÷管路延長）×100 により算出する。全管路延長に対する年

間に更新された延長の割合で、管路の耐用年数 40年を考慮すると毎年 2.5％程度の

更新が望ましい。 

●法定耐用年数超過浄水施設率 

（法定耐用年数を超えている浄水施設能力÷全浄水施設能力）×100 により算出す

る。全浄水施設能力に対する法定耐用年数を超えた浄水施設能力の割合で、一般的

に低い方が望ましいが、大規模補修を実施した場合は問題ない。 

●法定耐用年数超過設備率 

（法定耐用年数を超えている機械・電気・計装設備などの合計数÷機械・電気・計

装設備などの合計数）×100 により算出する。全電機設備に対する法定耐用年数を

超えた電機設備の割合で、一般的に低い方が望ましいが、大規模補修を実施した場

合は問題ない。 

●浄水施設の耐震化率 

（耐震対策の施された浄水施設能力÷全浄水施設能力）×100 により算出する。全

浄水施設能力に対する耐震対策した浄水施設能力の割合であり、震災対策として高

い方が望ましい。 

●配水池の耐震化率 

（耐震対策の施された配水池容量÷全配水池容量）×100 により算出する。全配水

池容量に対する耐震対策した配水池容量の割合であり、震災対策として高い方が望

ましい。 

●管路の耐震管率 

（耐震管延長÷管路延長）×100 により算出する。全管路延長に対する耐震管延長

の割合であり、震災対策として高い方が望ましい。 

●経常収支比率 

（経常収益÷経営費用）×100 により算出する。給水収益や一繰入金等の収益で、

維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標であり、100％

を超えている必要がある。 
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●料金回収率 

（供給単価÷給水原価）×100 により算出する。給水原価に対する供給単価の割合

で、高い方が望ましい。 

●流動比率 

（流動資産÷流動負債）×100 により算出する。短期的な債務に対する支払能力を

表す指標であり、100％を超えている必要がある。 

●累積欠損金比率 

（当年度未処理欠損金÷(営業収益－受託工事収益）)×100 により算出する。営業

収益に対する累積欠損金の状況を表す指標で、0％である必要がある。なお、累積欠

損金とは、営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補塡

することができず、複数年度にわたって累積した損失のことである。 

●企業債残高対給水収益比率 

（企業債現在高合計÷給水収益）×100 により算出する。給水収益に対する企業債

残高の割合であり、低い方が望ましい。 

●給水原価 

（経常費用－(受託工事費＋材料および不用品売却減価＋附帯事業費)－長期前受金

戻入）÷年間総有収水量）×100により算出する。有収水量１m3あたりについて、

どれだけの費用がかかっているかを表す指標である。 

●施設利用率 

（一日平均配水量÷施設能力）×100 により算出する。一日の浄水施設の施設能力

に対する一日平均配水量の割合。水道施設の経済性を総括的に判断する指標で、数

値が高いほど効率的となるが、負荷率分の余裕をみる必要がある。 

●有収率 

（年間有収水量÷年間配水量）×100 により算出する。年間配水量に対する年間の

料金収入の対象となった水量の割合である。給水量がどの程度収益につながってい

るかを示す指標であり、100%に近い方がよい。 

 


